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農業委員会からのお知らせ

法律（農業経営基盤強化促進法）の改正に伴い、地域計画が策定された地域又
は令和７年４月以降は、農地の出し手と受け手の相対契約（直接の貸し借り）
はできなくなります。
・令和７年３月までに設定された相対契約については、契約期間満了まで有効です。
・農地法第３条に基づく貸借の制度は、令和７年４月以降も継続されます。

地域計画の目標地図（※ 1）の実現に向け、　　
農地中間管理機構（※ 2）を通して農地を貸借します

※ 1　地域計画：地域のみなさんの話合いにより将来の農地利用の姿を明確化した地域農業の設計図です。
　　目標地図：1０年後のそれぞれの農地の耕作者や、耕作されない農地を地図にしたものです。
※ 2　農地中間管理機構は、信頼できる農地の中間的受け皿として、知事の指定を受けて農用地の貸借等を
　　行っています。高知県では公益財団法人高知県農業公社が知事の指定を受けています。

◇農地中間管理機構による貸借では、現在の相対による貸借に比べ利用権設定に時間がかかります。
また、相対による貸借と同じ条件で契約ができない場合がありますので、お早めに下記お問い合わ
せ先までご相談ください。
◇詳しくは農業委員会までお問い合わせください。

　問　農業委員会　電話　22-771０

農地の貸借の制度が変わります！

広告
ご自宅で療養生活を送る要介護の方、治療が必要あるいは医療機器をしている方、
健康に不安ある方の暮らしを専門的な視点でサポート
①精神疾患の方への支援　②医療処置・病状の観察　③褥瘡予防・処置
④ターミナルケア（在宅での看取り）　⑤療養上のお世話　⑥認知症のケア　⑦訪問リハビリ

●医療保険・介護保険に対応できます。● 24 時間 365 日対応いたします。
訪問看護ステーション　心愛（ここあ）
介護保険事業所番号　3960190555　　　医療機関コード　0190555
TEL：088-855-8189　FAX:088-855-8190　高知市神田 638-22神田 Kコーポ２

20 歳になったら国民年金　～新成人のみなさんへ～
国民年金は、年をとったとき、病気や事故で障害が残ったとき、家族の働き手が亡くなったとき
に、働いている世代みんなで支えようという考えで作られた仕組みです。
20歳以上 60歳未満の方は加入することが義務付けられており、20歳になると日本年金機構か
ら国民年金加入のお知らせが届きます。

国民年金のポイント・保険料のお支払い　
■　将来の大きな支えになります！
　　国民年金は、20歳～ 60歳までの方が加入し、保険料を納める制度です。
■　年金は老後のためだけのものではありません！
　　国民年金には年をとったときに受け取る老齢年金のほか、障害年金や遺族年金もあります。
障害年金は、病気や事故で障害が残ったときに受け取れます。

　　また遺族年金は、加入者が死亡した場合、その加入者により生計を維持されていた遺族（「子
のある配偶者」や「子」）が受け取れます。

■　前納割引制度や口座振替・クレジットカードでのお支払い
　　納付書で保険料をまとめて前払い（前納）すると、割引が適用されるのでおトクです。また、

口座振替・クレジットカード支払いでも、「早割（当月末納付）」や「前納」で、保険料が割
引されます。

■　スマートフォンアプリを利用した電子（キャッシュレス）決済も可能です！

学生納付特例制度と納付猶予制度
■「学生納付特例制度」
　　就学中で本人の所得がない（または一定額以下の）場合、本人の申請により国民年金保険料

の納付が猶予される制度です。　
　【申請に必要なもの】学生証の写し又は在学証明書（写し可）
■「納付猶予制度」
　　学生でない 50歳未満の方で、ご本人及び配偶者の所得が一定額以下の場合、本人の申請に

より国民年金保険料の納付が猶予される制度です。
㊟　学生の方はこの制度を利用できません！

免除制度
■「免除制度」
　　本人、配偶者、世帯主の所得が一定額以下の場合や失業などの理由がある場合、本人の申請

により国民年金保険料の納付が全額免除又は一部免除される制度です。
㊟　学生の方はこの制度を利用できません！
　【申請に必要なもの】失業の場合は離職票の写し又は雇用保険受給資格者証の写し

～　手続きは、役場又は年金事務所で行うことができます　～
※国民年金保険料は、納めずそのままにすると将来はもちろんのこと、突然の病気や事故で障害が残ったと
きなどは、年金を受け取れなくなる可能性があります。そのままにする前に一度ご相談下さい。

問　高知西年金事務所　電話088-875-1717
住民課　保険年金係　電話22-7706

おしらせおしらせ
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佐川町甲1104-9

広告

おしらせおしらせ

1月下旬に受診券をお送りします！

健診の詳細はこちら→

新春走ろう会
※雨天中止毎年恒例となっております「新春走ろう会」を開催します。

たくさんの方々のご参加をお待ちしております。
期　　日…令和 7年１月２日（木）
　　　　　午前９時　開会式
集合場所…役場玄関前
出　　走…開会式終了後（９時 20分予定）
　　　　　終了　10時頃

コ ー ス…役場～佐川駅～富士見町～役場
参加申込…不要（集合場所にお集まりください。）

問　教育委員会事務局社会教育係　電話　22-1110

防災行政無線を
聞き逃したときは

フリーダイヤル  0120 ー 331 ー 259
直近の防災行政無線で放送した内容をきくことができます。
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令和７年度佐川町奨学生募集案内
町では、優良な学生・生徒で経済的理由のため就学が困難な者に学資を貸し付けし、社会に貢献

できる人材を育成することを目的として、奨学生を募集します。

１　出願資格
①　入学の前に佐川町の住民であって、かつ本町に３年以上居住した学生・生徒で、学力優秀、
心身ともに健全で経済的理由により学資の支払いが困難であると認められる者

②　申請者の両親の所得合計が 600万円未満であること

２　貸付期間
　令和７年４月から在学する学校の最短修業年限の終期迄

３　願書の配布・受付期間
　令和７年３月 13日（木）～令和７年４月 11日（金）まで
　午前８時 30分～午後５時 15分（土、日曜日、祝日を除く）
　※平日の昼休み時間帯に提出の場合は事前に電話連絡をお願いします。
　※年度途中で家計が急変した方は受付期間後も随時受付します。

４　出願書類の配布場所
佐川町役場会計課窓口、佐川町総合文化センター（教育委員会）、ふれあいセンター遊学館事務所、

健康福祉センターかわせみ
問　佐川町教育委員会学校教育係　（TEL：22-1110）

※詳細は佐川町ホームページ又は上記の問い合わせ先までご連絡をお願いします。

広告

統計調査にご協力ください（2025 年農林業センサス）
農林水産省では、令和７年２月１日現在で「2025 年農林業センサス」を実施します。
農林業センサスは、農林業の実態を明らかにし、国や都道府県、市区町村はもち

ろん各方面にわたり、広く利用できる総合的な統計資料を得るための調査です。
全国の農家や林家をはじめ、すべての農林業関係者を対象に行われる『農林業の

国勢調査』ともいうべきものです。
皆様のお宅や会社等に調査員が調査に伺いましたら、ご協力をお願いします。

問　まちづくり推進課　企画政策係　電話　22-7740

佐川町営住宅　入居者募集

※特別な事情により、入居戸数に変動がある場合があります。　※種類別の一般向けは、単身者も申込み可です。

募集案内配布期間
　　令和７年１月 10日（金）から令和７年１月 31日（金）　※土・日・祝日を除く

問総務課　電話22-7700
受付期間
　　令和７年１月 17日（金）から令和７年１月 31日（金）　※土・日・祝日を除く　
募集案内配布・申込場所　　＊募集案内は、佐川町ホームページにも掲載します。
　　佐川町役場　総務課　町営住宅担当窓口

区分 団地名 種類別 戸数 ( 階数 ) 間取 月額住宅使用料 備考

公営
住宅

池田
(１棟 ) 一般向 １

(3 階 ) ３ＤＫ 12,000～ 23,700

家賃は入居世帯の総所
得で決まります。

冨士見２号
(２棟 ) 障害者向 １

(1 階 ) ２LDK 14,400～ 28,300

冨士見２号
(２棟 ) 一般向 1

(2 階 ) ３ＤＫ 14,400～ 28,300

冨士見２号
(２棟 ) 一般向 1

3 階 ) ３ＤＫ 14,400～ 28,300

冨士見２号
(２棟 ) 一般向 2

(4 階 ) ３ＤＫ 13,800～ 27,100

冨士見２号
(２棟 ) 一般向 1

(5 階 ) ３ＤＫ 13,800～ 27,100

荷稲
(２棟 ) 一般向 1

(２階 ) ２ＤＫ 14,400～ 28,200

荷稲
(４棟 ) 一般向 1

(２階 ) ２ＤＫ 14,400～ 28,200

荷稲
(５棟 ) 一般向 １

(１階 ) ２ＤＫ 14,400～ 28,200

荷稲
(６棟 ) 世帯向 １

(１階 ) ３ＤＫ 18,300～ 35,900

尾川２号
(１棟 ) 世帯向 １

(１階 ) ３ＤＫ 16,100～ 31,600

改良
住宅

鉢ヶ森 世帯向 1 ３ＤＫ 12,000

使用料定額
東元町 世帯向 1 ２ＤＫ 12,000

囃田１号 世帯向 1 ３ＤＫ 10,000

花ノ木 世帯向 3
（平屋 1・２階建２） ３ＤＫ 12,000

募集する住宅

おしらせおしらせ
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さかわぐるぐるバスお知らせ
令和６年度の乗車人数は11,494 人でした！
さかわぐるぐるバスは、今年で８年目を迎えます。令和５年 10月か

ら令和６年９月の１年間（バスの会計年度）で、11,494 人の方々にご
乗車いただきました。前年度の乗車人数は、10,161 人で約 1,300 人増
加しています。多くの方々のご利用に感謝申し上げます。これからも町民の皆様にとって欠かすこ
とのできない移動手段の一つとなれるよう取り組んでまいります。

問　まちづくり推進課　企画政策係　電話　22-7740

公共交通を活用したおでかけイベントを実施しました！
公共交通網をより身近なものとして認識してもらうために夢まちランド協力のもと、既存の公共

交通網を活用したおでかけイベントを実施しました。どのイベントでも日常的に公共交通を利用し
ていない方が多く、公共交通利用のきっかけづくり、乗り方等の練習につながりました。来年度は、
各地区での実施も考えておりますので、ぜひご参加ください。

問　まちづくり推進課　企画政策係　電話　22-7740

行先 日時 参加者 利用した公共交通
土本観光果樹園 11月 15日 ３名 さかわぐるぐるバス
中津渓谷 11月 25日 ６名 路線バス（黒岩観光）

久礼大正町市場 12月５日 10名 鉄道（JR四国）

おしらせ

広告
Ｂ型肝炎訴訟佐川町説明会のお知らせ

日　時　２月 8日（土）午後１時から午後２時まで
場　所　佐川町立　桜座（練習ホール）
内　容　集団予防接種の際の注射器の回し打ちによるＢ型肝炎ウイルス感染被害について、

国から和解金支払いなどの救済を受けるための手続に関する説明
※事前の参加予約、参加費用不要

問　全国Ｂ型肝炎訴訟広島弁護団　電話082-223-6589

みんなで「人権尊重まちづくり」を！
　～第４０回佐川町人権フェスティバル～

11月30日、桜座にて「佐川町人権フェスティバル」
が開催されました。第一部では町内の小中学校・高
校の生徒 12名による「人権まちづくり意見発表会」
が行われました。発表者の児童・生徒たちは家族や
友人、地域のことなど身近で感じた人権のことにつ
いての思い、考えを壇上で堂々と発表しました。
また、第二部では弁護士（うるわ総合法律事務所）
の仲岡しゅんさんによる人権講演を開催。「性的マイ
ノリティって何？　～楽しく学ぶジェンダー、セク
シュアリティ～」と題して、ご自身の経験をもとに、
ジェンダー・ＬＧＢＴＱに関する問題を真面目あり、笑いありで分かりやすく伝えてくれました。
最後は発表者の方たちと記念撮影をするなど、和やかな雰囲気で人権フェスティバルを終えること
ができました。
未来ある子どもたちの意見発表や仲岡しゅんさんの講演を通じて、人権について考えることので
きた一日となりました。

令和 6 年度 自衛官等採用案内

問 総務課総務係　電話22-7700
　または自衛隊高知地方協力本部須崎地域事務所
　須崎市西崎町 325-2　電話0889-42-7186

募集種目 資格 受付期間 試験期日

自衛官候補生
( 男子・女子 )

一
般
的
な
自
衛
官

18 歳以上 33歳未満の者
(32 歳の者は採用予定月
の末日現在、33歳に達
していない者 )

　　【各試験締切日】
　　令和7年1月15日(水)
　　令和7年2月19日(水)

　　web試験(基準)　　　　口述試験・身体検査
 1月18日(土)～20日(月) 1月26日(日)
 2月22日(土)～24日(月) 3月2日(日)
(定員になり次第受付を終了します。)

陸上自衛隊
高等工科学校

生徒
一般 男子で中卒 ( 見込含 )

17 歳未満の者

令和6年10月1日(火)
～令和7年1月16日(木）
(締切日必着)

1次：令和7年1月25日(土)
2次：令和7年2月15日(土)　

高知地方協力本部ＨＰ

おしらせ


